
 

1頁 

○
総
務
省
告
示
第
二
百
六
号 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
四
号
（
電
気
通
信
事
業
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
電
気
通
信
設
備
を
指
定

す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
一
日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電

気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の 

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の 

［
一
・
二 
略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
の
交
換
等
設
備
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
の
交
換
等
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
設

備
に
該
当
す
る
ル
ー
タ
に
よ
り
交
換
等
が
行
わ
れ
る
通
信
の
交
換
等
を
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

イ 

一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
通
信
を
行
う
も
の
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
設
備
に

該
当
す
る
ル
ー
タ
に
よ
り
交
換
等
が
行
わ
れ
る
通
信
の
交
換
等
を
行
う
も
の
に
限
る
。
） 

［
新
設
］ 

ロ 

専
ら
異
な
る
都
道
府
県
の
区
域
間
に
お
け
る
通
信
を
行
う
も
の
（
デ
ー
タ
伝
送
役
務
（
当
該
電
気
通
信
事

業
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
ベ
ス
ト
エ
フ
ォ
ー
ト
型
の
電
気
通
信

役
務
に
限
り
、
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
通
信
路
を
設
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
Ｉ
Ｐ
電
話
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
用
い
て
音
声
伝
送
を
行
う
こ
と
に
よ
り
提
供
す
る
電
話
の

役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

ハ 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
し
、
前
号
に
掲
げ
る
設
備
に
該
当
す
る
ル
ー
タ
に
よ
り

交
換
等
が
行
わ
れ
る
通
信
の
交
換
等
を
行
う
ル
ー
タ
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｐ
電
話
の
提
供
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の 

 

四 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
伝
送
路
設
備 

四 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
伝
送
路
設
備
（
単
位
指
定
区
域
内
に
お
け
る
通
信
を
行
う
も

の
に
限
る
。
） 

五 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ハ
の
伝
送
路
設
備
（
デ
ー
タ
伝
送
役
務
又
は
Ｉ
Ｐ
電
話
の
提
供

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

［
新
設
］ 

六 

［
略
］ 

五 

［
同
上
］ 

七 

［
略
］ 

六 

［
同
上
］ 

別
表 

区
域 

電
気
通
信
事
業
者 

宮
城
県 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
埼
玉
・
東
日
本 

群
馬
県 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
埼
玉
・
東
日
本 

埼
玉
県 

  

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
埼
玉
・
東
日
本 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
東
京 

［
略
］ 

［
略
］ 

東
京
都 

    

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
東
京 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
埼
玉
・
東
日
本 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
千
葉 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神
奈
川 

［
略
］ 

［
略
］ 

富
山
県
の
区
域
の
う
ち
中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺

ブ
ナ
坂
外
の
一
部
の
区
域
を
除
く
区
域 

 

株
式
会
社
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
富
山 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

別
表 

単 

位 

指 

定 

区 

域 

電
気
通
信
事
業
者 

 
 

 
 

埼
玉
県 

 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
埼
玉
・
東
日
本 

 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

東
京
都 

    

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
東
京 

    

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

富
山
県
の
区
域
の
う
ち
中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺

ブ
ナ
坂
外
の
一
部
の
区
域
を
除
く
区
域 

 

株
式
会
社
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
富
山 

  



 

3頁 

石
川
県 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

福
井
県 

  

福
井
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
株
式
会
社 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

長
野
県
の
区
域
の
う
ち
木
曽
郡
南
木
曽
町
（
吾
妻

の
一
部
及
び
田
立
に
限
る
。 

）
の
区
域
を
除

く

区
域
に
富
山
県
中
新
川
郡
立
山
町
芦
峅
寺
ブ
ナ
坂

外
の
一
部
の
区
域
を
併
せ
た
区
域 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

  

岐
阜
県
の
区
域
に
長
野
県
木
曽
郡
南
木
曽
町
（
吾

妻
の
一
部
及
び
田
立
に
限
る
。
）
の
区
域
を
併
せ

た
区
域 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

 

［
略
］ 

［
略
］ 

愛
知
県 

 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

三
重
県 

 
中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

［
略
］ 

［
略
］ 

京
都
府 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
ウ
エ
ス
ト 

大
阪
府 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
ウ
エ
ス
ト 

近
鉄
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

［
略
］ 

［
略
］ 

香
川
県 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ 

愛
媛
県 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ 

高
知
県 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ 

福
岡
県 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
九
州 

熊
本
県 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
九
州 

大
分
県 

大
分
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
コ
ム
株
式
会
社 

［
略
］ 

［
略
］ 

 

 
 

福
井
県 

  

福
井
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
株
式
会
社 

  

    

    

岐
阜
県
の
区
域
に
長
野
県
木
曽
郡
南
木
曽
町
（
吾

妻
の
一
部
及
び
田
立
に
限
る
。
）
の
区
域
を
併
せ

た
区
域 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

  

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

愛
知
県 

 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

 

三
重
県 

 

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
Ｚ
Ｔ
Ｖ 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

京
都
府 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

 

大
阪
府 

株
式
会
社
オ
プ
テ
ー
ジ 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
ウ
エ
ス
ト 

 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

香
川
県 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ 

 
 

高
知
県 

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ 

福
岡
県 

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
九
州 

株
式
会
社
Ｑ
Ｔ
ｎ
ｅ
ｔ 

大
分
県 

大
分
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
コ
ム
株
式
会
社 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



 

4頁 

 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和

五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 


